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平素は、近畿日本鉄道をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

 当社は、明治４３年の創業以来、公共輸送機関としての使命を果たすべく沿線のみ

なさまのご理解とご支援のもと、２府３県の地域で１日約１６０万人のお客様にご利

用いただいています。現在、鉄道事業のほか、不動産事業、流通事業、ホテル・レジ

ャー事業を中心に事業活動を行っておりますが、これらは全てみなさまの信頼で成り

立っており、その信頼の根幹は安全の確保に他なりません。しかしながら、昭和４６

年に大阪線総谷トンネル内（複線化により現在は廃止）にて発生した列車衝突事故な

ど、過去より幾度の死傷事故を発生させ、その都度ご利用したお客様に多大なご迷惑

をお掛けしました。今後も過去の事故を決して忘れることなく、全ての事業において

「お客様の安全最優先」を念頭に取り組んでまいります。 

 本報告書は、鉄道事業法第１９条の４に基づき、「輸送の安全」を確保する取り組

みをみなさまに広く紹介するために作成しております。その取組みの一部を紹介しま

すと、より保安度の高い新型速度制限ＡＴＳ（自動列車停止装置）の設置工事に２０

０７年度から着手し、本年６月より主要路線の一部で使用を開始しました。また、Ｇ

ＰＳ（全地球測位システム）を利用し列車の位置情報を用いて運転士に注意喚起を行

う「運転士支援システム」を本年３月に導入しました。各職場においても安全管理体

制の一層の強化を図るため、運輸安全マネジメントに基づくＰＤＣＡサイクルの実践

により継続的改善の持続に努め、よりハイレベルな「安全」の実現を目指しておりま

す。 

 「安全の確保は輸送の生命」であります。今後も弛むことなく、真摯に、着実に、

さらなる安全の向上に努めてまいります。みなさまには是非、本報告書をご高覧いた

だき、忌憚のないご意見を賜れば幸いに存じます。 

 

近畿日本鉄道株式会社 

取締役社長 小 林 哲 也 

１．ごあいさつ 
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－「安全最優先の意識」の徹底－ 

近畿日本鉄道では企業活動の基本となる【企業行動規範】において、「お客様の安

全を最優先します。」と定めています。更に鉄道だけでなく、不動産、流通、ホテル・

レジャーの全ての事業活動において、役員、社員の一人ひとりが安全に対する意識を

高く持ち、それぞれの業務に取り組むため、２００６年７月に【安全方針】を制定い

たしました。 

 

 

２－１ 安全方針 
 当社が事業を行ううえで、第一にお客様の安全を考えるという強い意志を改めて示

すとともに、無事故を目指して行動すべき項目を定めています。 

 

 

安全方針 

 

お客様や地域の皆様の安全・安心を確保し、信頼される企業として社会の発展

に貢献していきます。    

近鉄グループでは、本方針を達成すべく、以下の各項目を念頭に、４つのコア

事業（鉄道、不動産、流通、ホテル・レジャー）を中心に各事業において安全性

向上に積極的に取り組んでまいります。 

    

１. 事業活動においては、お客様の安全確保を第一に考えます。    

 

２. 安全確保のため、日頃から危険要素の排除に努めます。    

 

３. 常に安全意識を高く持ち、社会の変化に対応しつつ確固とした体制を目指し

 ます。    

 

４. 万が一事故・災害が発生した場合には、お客様の救護を最優先に行い、他の

機関と連携協力を密にし、被害の拡大防止、適切な情報開示、早期復旧に全

力を挙げます。  

 

５. 安全に関する教育、訓練、研修等を適時適切に実施します。 

 

２．輸送の安全確保に関する基本的な考え方 
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近畿日本鉄道では、「企業行動規範」や「安全方針」のほか「わたしたちが目指す

もの」「法令倫理指針」「環境方針」「ＣＳ方針」といった事業を進めるうえでの企業

理念について、いつでもどこでも確認できるように携帯用カードにして、役員、社員

全員に配布しています。 

 

 

 

 

 

 

携帯用カード（両面三折り） 

 

 

２－２ 安全目標 

「企業行動規範」「安全方針」に基づき、社内組織全体に、安全最優先の原則と関

係法令等の遵守を徹底します。また、お客さまの安全を確実なものとするため、 

・当社責任によるお客さまの死傷事故を発生させない。 

・踏切障害事故などの鉄道運転事故を削減する。 

を目標として努力してまいります。 
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２００７年度に発生した鉄道および索道の事故等については、鉄道運転事故は７１

件（踏切障害事故３５件、鉄道人身障害事故３６件）、輸送障害は３２件ありました

が、その他の鉄道運転事故、索道運転事故およびインシデントは発生していません。 

 

 

３－１ 鉄道運転事故 

近畿日本鉄道で最近５年間に発生した鉄道運転事故等件数の推移を以下に示しま

す。 

（年度・件数） 

事故種別 2003 2004 2005 2006 2007 

列車衝突事故 ０ ０ ０ ０ ０ 

列車脱線事故 １ ０ ０ ０ ０ 

列車火災事故 ０ ０ ０ ０ ０ 

踏切障害事故 ２２ １５ １９ １９ ３５ 

鉄道人身障害事故 ２５ １７ ２６ ２７ ３６ 

インシデント ４ １ ０ ０ ０ 

 

 

最近５年間の鉄道運転事故等件数の推移
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３．輸送の安全の実態 
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踏切障害事故の
原因別件数と内訳

側面衝撃

3

(8.6%)
限界支障

1

(2.9%)
直前横断

25

(71.4%)

その他

6

(17.1%)

総件数

３５件

鉄道人身障害事故の
原因別件数と内訳

線路内立入

23

(63.9%)

ホーム上で

の接触

8

(22.2%)

その他

5

(13.9%)

総件数

３６件

  ２００７年度に発生した踏切障害事故および鉄道人身障害事故の原因別件数を 

以下に示します。 

 

３－２ 輸送障害 

最近５年間に発生した輸送障害件数の推移を以下に示します。 

輸送障害の推移
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３－３ 索道運転事故 

近畿日本鉄道の葛城索道線（ロープウェイ）で最近５年間、索道運転事故等は発生

していません。 

（年度・件数） 

事故種別 2003 2004 2005 2006 2007 

索道運転事故 ０ ０ ０ ０ ０ 

インシデント ０ ０ ０ ０ ０ 
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４－１ 安全管理体制 

２００６年１０月に鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、輸送の安全

の向上を目的として、安全管理規程を制定しました。同規程では、輸送の安全を確保

するための基本方針を示すとともに、鉄道および索道の安全を統括する安全統括管理

者を定め、鉄道・索道事業の各分野における安全の確保に関する責任者の役割、権限

などを定めています。 

 

安全管理体制図（鉄軌道）
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４ ４．安全管理体制と方法 
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   安全管理体制図（索道）
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４－２ 安全管理方法 

近畿日本鉄道では、安全を確保するために様々な社内制度を設けており、各分野に

おいて安全性向上のための方針の決定や取り組みの審議を行っています。 

 

（１） 安全推進委員会 

各事業本部の安全リスクを全社的視点で評価し、適正なリスク管理を行い無事

故を目指していくものです。 

 

（２） 事故防止対策委員会 

運転事故の根絶を図るため、運転保安に関する事項を総合的に審議しています。 

 

（３） 災害対策委員会 

自然災害に対する列車運転の安全確保のため、鉄道施設に対する自然災害の防

止対策を検討しています。 

 

（４） トップによる現業職場巡視 

社長はじめ安全統括管理者である鉄道事業本部長や鉄道部門管理職が鉄道の

安全を支える現場を巡視し、現場の取り組み状況を確認するとともに意見交換を

通じて、安全管理状態の確認を行っています。 

 

〔社長の現業職場巡視および意見交換〕 

 

 

 

 

 

 

 

    乗務員職場の巡視          現業職場長との意見交換  

 

（５） 「事故の芽」情報の活用 

   社員が体験した「ヒヤリハット」や「社員の気付き」などを集めるしくみを職

場に導入し、事故の芽の抽出に努めています。さらに、抽出した「事故の芽」

情報の具体的な事象を共有化し、教育教材として使用したり、分析結果を設備

投資計画に反映することにより、事故の発生防止に努めています。 
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（６） 内部監査の実施 

   運輸安全マネジメントの一環として、〔計画 

（Ｐｌａｎ）→行動（Ｄｏ）→確認（Ｃｈｅｃｋ） 

→改善（Ａｃｔｉｏｎ）→新たな計画（Ｐｌａｎ）〕 

を確認するために各職場の内部監査（Ｃｈｅｃ 

ｋ）を実施し、意見を聞くことにおいて継続的な 

安全性の向上を図っています。 

                       

                         内部監査の状況 

 

 

安全管理体制に係るＰＤＣＡサイクル 
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５－１ 安全重点施策 

（１） 「事故の芽」情報の分析および対策の実施 

 鉄道運転事故、索道運転事故、輸送障害、インシデントには至らないまでも、こ

れに発展する可能性のある軽微なミス、トラブル、ヒヤリ・ハット的な事象につい

ては、「事故の芽」として情報収集に努めています。また、抽出した「事故の芽」

情報は分析や対策を行い、共有することにより、事故の発生防止に努めます。 

 

（２） 立体交差化工事の推進 

  踏切における安全対策として、最も効果的な線路と道路との立体交差化工事を推

進しています。  

※詳細はＰ１１．１２参照 

現在立体交差化工事施行中の区間 

・ 奈良線八戸ノ里・瓢箪山間連続立体交差化工事 

・ 名古屋線川原町駅付近連続立体交差化工事 

・ 名古屋線伏屋駅付近立体交差化工事 

 

（３） 新型ＡＴＳの導入 

  曲線、分岐、駅近接踏切等の線路条件に応じて速度制限を行う新型ＡＴＳシステ

ムを導入します。 

※詳細はＰ１７参照 

 

（４） 列車運行管理システムの導入（名古屋地区） 

  大阪地区で運用している列車運行管理システムを、名古屋地区にも導入します。 

※詳細はＰ１８参照 

 

（５） 異例事態に対応する体制の構築 

列車事故や大地震などの異例事態が発生した場合に対応する規程や体制などを

整備します。 

 

 

 

 

 

５．安全への取り組み 
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５－２ 踏切における安全対策 

 近畿日本鉄道では、関係自治体と協力して立体交差化や踏切道の統廃合によって、

踏切の解消に努めています。その結果、１９７０年には１９５３箇所あった踏切は、

２００８年３月では１３７０箇所までに減少しています。また、踏切道内での異常を

知らせる踏切支障報知装置の設置も進めています。 

踏切数
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（１） 踏切解消の推進 

これまでに実施したおもな立体交差化は以下のとおりです。 

施行区間（ｍ） 
区 間 

工事区間 高架区間 

廃止 

踏切数 
完成年月 

今 川－河内天美 ２，５７８ ２，４１０   ９ 昭和５１年 ２月

今 里－長 瀬 

布 施－八戸ノ里 

２，４１１

２，８２７

２，１１１

２，５６１
１９ 昭和５２年 ６月

近鉄郡山－平 端 １，０８７ ６００   ６ 昭和５２年 ６月

久宝寺口－河内山本 ２，１８８ １，８８９   ６ 昭和５３年１２月

富田林西口－滝谷不動 ８３２ ４８３ １ 昭和５７年 ９月

伊勢田－久津川 １，５００ ９９７ ４ 昭和６２年１０月

大阪阿部野橋－針中野 ３，４１０ ２，９５８ １６ 昭和６２年１２月

戸 田－伏 屋 １，３４４ １，０２６ ４ 平成 ２年 ３月

一 分－生 駒 ８４２ ３５８ ５ 平成 ６年 ２月

東 寺－竹 田 １，９７７ １，８０６ ６ 平成１１年 １月

古 市－喜 志 ７１４ ３７４ １ 平成１５年 ９月

伏 屋－黄 金 ３，３８８ ２，８６０ ７ 平成１７年 ５月

興 戸－近鉄宮津 ８５０ ４５０ ２ 平成１７年 ８月
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現在施工中の区間は、奈良線八戸ノ里～瓢箪山間、名古屋線川原町駅付近と名古屋

線伏屋駅付近であり、完成後に廃止される踏切道はそれぞれ９箇所、５箇所、３箇所

です。 

 

奈良線 八戸ノ里～瓢箪山間連続立体交差化工事 

 

（２） 踏切支障報知装置の設置 

踏切事故を防止するため、踏切内に侵入した自動車などを列車に報知するために、

次の踏切支障報知装置を設置して運転保安度の向上を図っています。 

 

［踏切障害物検知装置］ 

踏切道内においてエンストまたは落輪した自動車など

の障害物を赤外線により自動的に検知して、防護無線を

発信させるかまたは特殊信号発光機により、接近してく

る列車に危険を知らせるものです。 

 

 

 

 

踏切障害物検知装置   

 

［押ボタン式踏切支障報知装置］ 

踏切道内で支障があったとき、通行者が非常ボタンを

押すことで周辺を走行している列車に防護無線を利用し

て危険を知らせるものです。 

 

 

 

 

押ボタン式踏切支障報知装置 

非常押ボタン 
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５－３ 駅における安全対策 

（１） ホーム下転落防止対策 

 

［足下灯］ 

電車とホームの間が大きく空いている箇所では、足下を照らしてお客さまに注意

していただくよう蛍光灯やＬＥＤ灯など設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＬＥＤ灯                 蛍光灯 

 

 

［車両連結部の転落防止用幌］ 

お客さまが、ホームと車両連結部の隙間から転落するのを防止するため、車両連

結部分への取付けを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガードスクリーンタイプ     ポールタイプ       幌布タイプ 
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（２） ホーム下転落時における事故防止対策 
［非常通報装置］ 

ホームにおいて、列車の進出または進入時に、お客   

さまが線路へ転落するなど、不測の事態が発生した場   

合、ホームに設置した非常通報ボタンを押して乗務員 

に異常を知らせるものです。列車との接触事故を少な 

くする目的で、２００７年度末までに３９駅に設置し 

ました。今後も順次設置をすすめる予定です。 

 

 

※非常通報装置設置駅（２００７年度末現在） 

近鉄難波   近鉄日本橋  上本町    鶴橋      布施    

河内小阪   八戸ノ里   東花園    生駒     富雄  

学園前    大和西大寺  新大宮    近鉄奈良   京都 

近鉄丹波橋  向島     小倉     大久保    新田辺 

近鉄郡山   近鉄八尾   河内山本   河内国分   五位堂 

大和八木   大阪阿部野橋 河内松原   藤井寺     古市 

荒本     吉田     新石切     白庭台    学研北生駒 

学研奈良登美ヶ丘      近鉄名古屋  近鉄四日市  津     

 

 

［ホームステップ・ホーム下の待避スペース］ 

  ホームにおいて、お客さまが線路に転落した場合の安全対策として、ホーム下の

待避スペースのないところでホームに昇るステップを設置しています。列車との接

触事故を少なくする目的で、２００８年度までに１１６駅に設置します。 

ホームステップ          ホーム下待避スペース 

 

 

 

 

 

非常通報ボタン 
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（３） 地下駅の火災対策 

  地下駅での火災対策として、避難階段の煙や火炎を遮断する防火シャッター等の

設置を進めています。また、駅では火災発生時に避難誘導が円滑に行われるよう、

各所に避難経路図を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

避難階段通常の状態   耐火スクリーン降下状態      避難経路図 

 

 

 

（４） ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

２００４年７月から非医療従事者によるＡＥＤ 

（自動体外式除細動器）の使用が認められ、公 

共性の高い施設での設置がすすんでいます。 

近畿日本鉄道では、近鉄難波駅、上本町駅、鶴橋 

駅、大阪阿部野橋駅、生駒駅、学園前駅、大和西大  

寺駅、近鉄奈良駅、大和八木駅、京都駅、小倉駅、  

大久保駅、近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅の１４駅に 

設置しています。 

 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 
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５－４ 列車運行における安全対策 

（１） ＡＴＳ・ＡＴＣ（自動列車停止装置・自動列車制御装置） 

  運転保安度の向上を図るため、近畿日本鉄道独自のＡＴＳをけいはんな線を除く

全線に、ＡＴＣを大阪市営地下鉄との相互直通運転に合わせけいはんな線に使用し

ています。 

・ＡＴＳとは軌道間に設置した地上子から車両に取り付けた車上子に制限速度の情 

報を伝達して、速度超過の場合に自動的に列車を停止させる装置です。 

・ＡＴＣとは走行レールに連続的に制限速度の情報を流して車上子で受け、速度超

過の場合に列車を自動的に減速、停止させる装置です。 

・信号用ＡＴＳ以外にも、急曲線区間、分岐器など速度の制限が必要な箇所に速度

制限用、上り急勾配の駅に停車する列車の後退を防ぐ後退防止用、踏切に近接し 

た駅に駅停車列車用、終端駅には終点用、待避、入換線のある駅などには誤出発

防護用と用途にわけて様々なＡＴＳを設置しています。 

なお、従来型の機能にＡＴＳに加え、２００７年度から全線区の曲線、分岐、駅

近接踏切等の線路条件に応じて速度制限を行うトランスポンダ式ＡＴＳシステム

導入工事を実施しており、２００８年６月から主要路線の一部で運用を開始してい

ます。当システムは、駅間最高速度を超えないように速度制限するとともに、地上

設備の設置地点から曲線区間の終端部まで連続的に速度制限する保安度の高いシ

ステムで、今後も順次整備を進めて参ります。 

 

［従来型ＡＴＳの概要］ 

車上装置は従来型地上子からの制限速度情報を受け取るとこれを記憶し、連続

的に列車の速度を監視する。列車の速度が照査速度を超えると直ちに非常制動が

自動的に動作する。 

信号現示と制限速度の関係は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行信号
注意信号

停止信号

65km/h

45km/h

30km/h

0km/h

実際の運転速度

AA BCBC

△：従来型地上子



 

- 17 - 

［トランスポンダ式ＡＴＳの概要］ 

トランスポンダ地上子からの速度制限情報（電文）を車上装置が受信し、速度照

査パターンを発生させ、駅間最高速度を含め、速度制限終端部まで連続的に列車の

速度を監視する。列車の速度が速度制限パターンを超えると直ちに非常制動が自動

的に動作します。 

曲線速度制限区間における速度照査は下図のとおりです。 

従来型およびトランスポンダ地上子の情報を受信できる一体型車上子を開発しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランスポンダ地上子

駅間最高速度制限

制限速度

曲線速度制限

曲線区間

実際の運転速度

運転台ATS表示 一体型車上子 トランスポンダ地上子
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（２） 列車運行管理システム 

  運転指令業務の近代化と信号扱いの自動化を目的とした列車運行管理システム

を導入し、現在は、難波線、奈良線、京都線、橿原線、天理線の全線と大阪線の青

山トンネル以西、南大阪線、吉野線、長野線、御所線、けいはんな線で運用してい

ます。また、２００６年度から、名古屋地区の整備に着手し、大阪線青山トンネル

以東、山田線、鳥羽線、志摩線、名古屋線、湯の山線、鈴鹿線を２０１０年度完成

予定で工事を進めています。これによって、当社主要幹線の整備が完了いたします。 

 このシステムは、列車運行状況の監視・ダイヤ管理・運転整理のほか、各駅の進路

制御・案内制御などを行っています。 

 

              上本町運転指令所 

 

（３） 運転士支援システム 

ＧＰＳ技術を利用して列車の位置特定を行い、その位置情報により音声や発光表

示等の方法で運転士に対し運転支援（注意喚起）を行う運転士支援システムを２０

０８年３月に導入しました。これは、小型ゲーム機程度の大きさの端末装置を運転

士が携帯し、担当する列車の運転席に着脱する

ものです。具体的には、運転操作のタイミング

を逸しないよう、駅と次の停車駅との間で計４

回、注意喚起を行います。 

①発車直後に、「次は○○駅停車」とい    

う次の停車駅の確認 

②ブレーキ操作を開始すべき地点で、「停車、 

停車」というブレーキ操作開始の確認 

③ホーム手前で、「○両停車」といった列車 

   編成両数の確認 

④ホーム中央付近で、「ピッタリ停止」とい 

   う停止の注意喚起 

また、速度監視機能を設け、制限速度を超え

ないように音声と発光表示で注意喚起を行う

ほか、徐行区間の情報発信なども行うことが可

能です。 
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５－５ テロ対策 

（１） 防犯カメラの設置 

不審者対策として、主要駅に防犯カメラを設置し

ています。なお、このカメラは駅事務室にてモニタ

ー監視および映像を録画しています。 

 

 

 

 

 

 

（２） 不審物発見時のご協力お願いポスターおよび放送 

駅構内や列車内において、不審物の発見等に関する協力依頼ポスターの掲示や放

送などを実施し、お客さまへご協力をお願いしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 警戒中腕章着用 

  テロ発生の可能性があり、警戒が必要となったときは、「特別警戒中」と記した

腕章を着用し、警戒体制を敷いていることが見える形で巡回警備を行っています。 
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５－６ 防災対策 

（１） 地震対策 

［緊急地震速報システム］ 

地震が発生した場合、気象庁の地震観測網がその地震の初期微動（Ｐ波）を捉え、

震源地や規模、各地の主要動（大きな揺れ）到達時刻や震度等を推定し、主要動 

（Ｓ波）が到達する数秒～数十秒前に配信する情報で、当社のシステムは、この情

報を受信して大きな揺れが到達する前に、走行中の列車に対して音声メッセージを

自動的に通報することにより、被害の最小化を図るものです。 

 

（概要図）              

 

人工衛星

気象庁 当社：運転指令室
緊急地震速報配信

（最大予想震度・到達予想時刻など）

受信すると、専用パソコンに内容表示
↓

震源地 受信情報が震度５弱以上の場合
地震発生！！ ↓

音声メッセージ自動通報

走行中の列車

運転士の手動操作で停止

（配信） （受信）

観
測

 

 
             地震速報パソコン画面 
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［地震計システム］ 

地震発生時、走行中の列車に対して的確な指示を行うため、鉄道沿線の１４箇所

に設置した地震計の震度情報を上本町、東生駒、天王寺、名古屋の各運転指令所で

必要とする箇所の情報を収集し、地震警報表示盤で表示および警報を鳴動させます。

この情報をもとに、震度５弱以上の地震が発生したときは自動的に指令無線により

運転指令者から走行中の列車に対して停止指令を通報できるよう地震情報通報装

置も設置しています。なお、気象庁の震度発表後はそれにより運転規制を行います。 

指令所の地震警報表示盤  警報・表示用地震計      感震器 

 

［高架橋の耐震補強工事］ 

   国土交通省の通達に基づき、高架橋の柱に鋼板を巻くなど、継続的に耐震補強 

工事を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

高架橋の耐震補強工事（施行前）     高架橋の耐震補強工事（完了後） 

 

［駅舎等の耐震補強工事］ 

  建築物耐震改修促進法および国土交通省通達に基づき、柱・梁の補強や耐震壁の 

設置など、計画的に駅舎等の耐震補強工事を実施しています。   

 

 

 

 

 

 

 

鋼板巻き補強 

耐震壁補ブレース増設 

駅舎等の耐震補強工事（完了後）駅舎等の耐震補強工事（施行前）
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［橋梁対策工事］ 

  列車の運転保安度の向上を図るため、老朽化した橋梁について、適宜修繕や架け

替え工事を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁対策工事（施行前）       橋梁対策工事（完了後） 

 

（２） 降雨対策 

［雨量システム］ 

法面災害発生のおそれがある区間では、降雨量に応じた列車の運転規制を行って 

います。このため、当社では沿線各地に雨量計を設置し、降雨量を計測して規制値

を超えたときにはアラームにより係員に知らせるシステムを導入しています。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              雨量システムパソコン画面 

 

 

 

 

 

橋桁架け替え 
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（３） 強風対策 

［風向風速計］ 

  強風時に列車の運行規制を行う際の参考として、風向および風速を計測する装置

で、発信器は、駅、橋梁、高架区間などの強風区間に設置しています。 

 当社では、風速が毎秒２５メートル（一部線区では１５メートル）程度となった場

合は列車の出発を見合せ、通過列車は停止させる処置をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示器                発信器 

 

（４） 落車対策 

［落車警報装置］ 

  線路に接近する道路からの自動車が運転を誤って転落した時、電線路柱に張って

ある検知線が切れて、防護無線を発信し列車および駅に知らせる装置です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       検知線                非常報知灯 
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５－７ 事故・災害に対する緊急時対応訓練 

近畿日本鉄道では、緊急時に対応するための訓練を実施しています。 

 

（１） 異常時総合訓練 

鉄道では、名古屋地区は２００７年１１月９日三重県明和町の明星車庫において、

また、大阪地区では１１月１５日奈良県香芝市の五位堂検修車庫において、「列車

が踏切で自動車と接触し脱線」を想定した訓練をそれぞれ実施しました。社内の各

部門はもとより地元の警察署、消防署が一堂に集まり事故発生からお客さまの救出、

迅速な復旧作業、運転再開に至るまでの一連の訓練を行い万が一の事故や災害に備

えています。索道においても６月２９日、葛城索道線において搬器からの救助訓練

を実施しました。 

 

［鉄道訓練］ 

車内のお客さまを救出  脱線した車両を元に戻す  復旧作業を行う施設係員 

 

［索道訓練］ 

ロープウェイ搬器から  ロープウェイ搬器から   お客様を地上に救出 

救助用ロープ降下    救助袋により降下 
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（２） テロ対策訓練 

２００７年１１月１３日上本町駅地下ホームにおいて「ホームに置かれたバッグ

が破裂し、中に入った液体が飛散してお客さま数人が倒れた」との想定による有毒

化学物質対策訓練を、地元消防署、近鉄百貨店、シェラトン都ホテル大阪と合同で

通報連絡、避難誘導、救護の訓練を実施し異例時に備えています。 

 

［化学テロ訓練］ 

訓練者の整列     化学防護服着用しての救助 AED 使用による救助活動 

 

 

（３） 防災訓練 

  ２００７年９月１４日、名古屋地区において「東海地震の警戒宣言発令」を想定

した情報伝達訓練を実施しました。 

 

［東海地震に係る情報伝達訓練］ 

     情報センターでの情報収集             状況報告 
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５－８ 社員教育 

（１） 運転士の養成 

当社では、国土交通省指定の「動力車操縦者養成所」において、約９ヶ月におよ

ぶ学科講習および技能講習を行い、運転士の養成を行っています。各講習後は、試

験を実施し、合格者を決定しますが、運転士となった後も定期的に「知識」、「技能」、

「適性」の確認を行い、運転士としての資質の管理を行っています。 

 

（２） 運転士教習用シミュレータ 

運転士養成学科講習の教  

材として模擬車両の運転機  

器操作を体感するシミュレ  

ータ装置を西大寺教習所お  

よび白塚教習所に導入して 

います。 

この装置は、シミュレー 

ション機能が高いため、効  

果的な異例時の模擬体験が 

可能で、異例時対処能力向 

上に役立っています。 

新シミュレータ イメージ図 

 

 

 

５－９ 安全への投資 

  鉄道安全関連設備の投資として２００７年度には１５１億円投入し、高架化、踏

切保安設備、変電所機器等の更新改良工事、軌道整備、防災対策等様々な安全対策

を行っています。２００８年度も２０３億円を予定しています。 

 
鉄道事業設備投資 

うち、安全関連設備

投資 

安全関連設備投資

の割合 

２００７年度実績 １９１億円 １５１億円 ７９％ 

２００８年度計画 ３２０億円 ２０３億円 ６４％ 

※２００８年度は、新リース会計基準の適用により大幅に増加しています。 

 

索道につきましては、２００７年度に１億６千万円投資し、索条更新等の工事を行

いました。 
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２００７安全報告書 
２００７安全報告書 

 
６－１ ご利用のお客さま、沿線のみなさまとともに高める安全 

（１） 踏切事故防止キャンペーン 

ドライバーおよび歩行者に対し、踏切で守るべきルールを再認識していただき、

踏切事故の防止を図ることを目的とした「踏切事故防止キャンペーン」を毎年実施

しています。 

２００７年は、運輸局の指導のもと９月２１日から９月３０日までの１０日間

（名古屋地区）、１１月１日から１１月１０日までの１０日間（大阪地区）実施し

ました。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） こども１１０番の駅 

登下校時にこどもを犯罪の被害から守るため  

全国的な地域運動として始まった「こども１１０  

番の家」を鉄道駅へと広げる取組みで、近畿日本  

鉄道では２００５年４月から駅長所在駅等で活  

動しています。 

「こども１１０番の駅」では目印となるステッ 

カーを見て、こどもたちが駅に助けを求めてきた  

場合に、保護し１１０番通報を行うなどの対応を 

とります。                  こども１１０番の駅ステッカー  

 

 

（３） サービス介助士資格取得 

近畿日本鉄道では、よりきめ細やかで質の高いサービスをお客さまに提供するた

め、「サービス介助士」の資格取得を推進しています。２００８年７月現在２０１

名が資格を取得し、お年寄りや身体の不自由なお客さまに対し知識と技術をもって

対応しており、今後も継続的に推進してまいります。 

６．お客さま、沿線のみなさまとともに 
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サービス介助士とは、お年寄りやお体の不自由な方が移動されるときなどに必要

なサービス介助（車椅子の方、目や耳の不自由な方へのお手伝いなど）に関する知

識・技能を習得したもので、ホームヘルパーの習得範囲のうち「入浴・排泄・食事」

に関する範囲を除いたサービス事業者向けの検定資格制度であり、ＮＰＯ法人「日

本ケアフィットサービス協会」が資格を認定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   車椅子介助方の実技講習       視覚障害者介助方の実技講習 

 

（４） 安全に関する広報活動 

 毎月発行している情報誌「近鉄ニュース」の広報だよりのコーナーにて、安全に関

する取組みを逐次紹介しております。 
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６－２ ご利用のお客さまへのお願い 

（１） ホームでのお願い 

主要駅には、各所に非常通報ボタンを設置しています。   

もし、ホームから転落したお客さまを認めるなど、何ら 

かの異常を発見したときは、直ちに非常通報ボタンを押 

してください。 

 

 

                

非常通報ボタン 

（２） 車内でのお願い 

各車両には車内通報装置を設置しています。もし、車内で異常を発見したときは、

車内通報押ボタンを押すと運転室の表示灯が点灯するとともにブザーが鳴動し乗

務員に異常を知らせます。また、一部の車両では、乗務員と通話する機能がついて

おり、車内通報押ボタンを押した後、乗務員が通話確認を行うと、通話ランプが点

灯し通話可能となります。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車内通報装置            車内通報装置（通話機能付） 

 

 

（３） 踏切でのお願い        

踏切道において、車などが停止している等異常を発見

したときは、警報機付近にある非常ボタンを強く押して

ください。異常を列車に知らせるシステムになっており

ます。 
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（４） ロープウェイでのお願い 

ロープウェイには、緊急の場合や係員に連絡したい場 

合に使用する無線機を設置しています。緊急の場合は、  

非常ボタンを押すと係員に異常を知らせることができ、 

また、通話ボタンを押すと係員と通話ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
列車の運賃・時刻・行事・沿線情報等に関するお問合せ 

旅客案内テレフォンセンター（受付時間 9 時～19 時 年中無休） 

大阪地区  ０６－６７７１－３１０５ 

名古屋地区 ０５２－５６１－１６０４ 

 

ご意見・ご要望はホームページの「近畿日本鉄道へのご意見・ご要望」のフォーム

よりお願いします 

近畿日本鉄道ホームページ 

http://www.kintetsu.co.jp/ 

 
 

 

 

 

 

７ 

通話ボタン 

非常ボタン 

７．近畿日本鉄道に関するお問合せ 
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